
 

市民公募委員 

 

 

１ 市民公募委員の募集 

（１）募集期間：令和５年１０月１８日～１１月１０日 

（２）応 募 数：１人 

（３）選考結果：不採用 

 

選考委員会において不採用とした理由 

（１）応募者は花火の打ち揚げ関係者であり、中立性を要求される市民委員と

して不適当である。 

（２）「花火大会のあり方を考える会」では、今後の協議の中で花火大会を開催 

   するとした場合の様々な条件等を議論していくため、中立性を確保する 

必要があり、応募者は利害関係者と言えることから、不採用とする。 

 

選考委員会の意見 

（１）市民委員以外の立場（ヒアリング対象等）で考える会に関わっていただく

ことを検討してはどうか。 

（２）市民公募委員の再募集を実施してはどうか。 

 

 

２ 市民公募委員の再募集 

（１）募集期間：令和６年１月１０日～１月３１日 

（２）応 募 数：なし 

 

 

 

 

資料１ 


